
施設整備及び運営にかかる補助金等について 

 

【幼保連携型認定こども園の施設整備にかかる補助金（令和８年度）】 

幼保連携型認定こども園を建設するために必要な工事等にかかる費用に対して、補助金を

交付します。ただし、国補助金制度となっているため、国の交付決定がない場合は、補助金

を交付することはできません。 

 

＜参考例＞ 

定員１５０名（２・３号）と１５名（１号）の計１６５名定員を整備する場合 

下記の計算により、保育所部分と幼稚園部分を合計した 

４２８，５０６千円 が補助見込額（上限）となります。 

 

補助基準額（国の就学前教育・保育施設整備交付金を活用） 

○保育所部分（２・３号部分） 

① 保育定員１３１名から１６０名 ２４８，７００千円 

② 特殊付帯工事           １３，６２０千円 

③ 設計料加算             １２，４３５千円 

④ 開設準備費加算           ２，４００千円 

国合計補助基準額        ２７７，１５５千円（Ａ） 

 

補助額     Ａ×９／８≒３１１，７９９千円    

※２・３号定員が１３０名以下の場合には単価が異なります。 

 

    ○幼稚園部分（１号部分） 

① 定員２０名まで        ７４，１００千円 

② 特殊付帯工事（２・３号で加算する場合、重複取得不可） 

③ 設計料加算           ３，７０５千円 

国合計補助基準額      ７７，８０５千円（Ｂ） 

 

補助額     Ｂ×３／２≒１１６，７０７千円   

 

 ※この内容は、令和７年度就学前教育・保育施設整備交付金（案）の算定方法によるものです。

近年、国の補助制度の変更が繰り返されており、単価の改定がある場合には補助額格差

が大きい可能性もありますので留意願います。（なお、国の制度・基準等に変更があった場

合には、市の補助金も変更になる場合があります。） 

 ※国や市の予算事情により補助額が減額となる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

参考資料 



【幼保連携型認定こども園の運営にかかる給付費等（開設後）】 

（１）施設型給付費 

  幼保連携型認定こども園を運営する費用として保育認定及び教育認定を受けた支給認定 

子どもの数に応じて、毎月、施設型給付費が支給されます。 

  ※別添、公定価格単価表を参考にしてください。 

  ※施設型給付は、公定価格から保育料を除した額となります。保育料は公定価格の３割程度

の金額となります。（令和元年１０月以降は幼児教育無償化により３歳児クラス以上の保育

料が無料になっています。） 

 

＜参考＞ 

   施設型給付費＝公定価格－保育料 

      

（２）民間保育所等運営費補助金 

   本市では、民間の保育施設における保育内容の充実と円滑な運営を図るため、施設の運 

営に対する補助を行っています。詳しくは、別紙運営費補助単価一覧表をご確認ください。主

なものは下記のとおりです。 

  ①延長保育事業（保育所部分（2・3 号児童）のみ対象） 

   １日１１時間を超えて開所する場合、その延長時間、利用児童数に応じて補助金を交付しま

す。また、１日８時間の基本保育時間を超えて利用する短時間認定児童がいる場合にも補

助金を交付します。 

    

    ア 短時間認定分（年間） 

    基本保育時間（9：00～17：00）を超えて利用する短時間認定児童がいる場合（平均対

象児童数が 1人以上）：延長料金を徴収 

 

      イ 標準時間分（年間） 

       11 時間を超えて利用する児童（標準時間・短時間認定両方）がいる場合（平均対象児

童数は延長時間区分により異なる）：18 時 30 分以降については延長料金を徴収 

               

②障がい児保育事業（保育所部分、幼稚園部分ともに対象） 

障がい児の保育を促進するため、３歳以上の障がいをお持ちの児童について、保育に欠け

る要件に関係なく入所。障がいの程度により通常の配置基準とは別に、児童 2人に 1人、又

は児童 1 人に 1 人の加配保育教諭を配置。加配保育教諭の人数に応じ補助金を支給しま

す。 

 

 

 ③産明け保育事業 

   基本的な保育は６ヶ月以上の児童が対象であるが、産後９週目の５７日から受け入れを実

施。但し、原則として、９週目からの保育は産休明けの人、９週目以降から６ヶ月未満児の

保育は育休明けの人が対象で、産休・育休の証明が必要。産明け保育を実施するために看

護師（準看護師）を採用している場合には補助金を支給します。 

 



 

 ④一時預かり事業（一般型） 

   市内在住で保育所及び認定こども園に在籍していない児童で、保護者の就労、職業訓練、

就学等、又は傷病、災害、事故、出産、介護、冠婚葬祭等、社会的にやむを得ない事情によ

り、保育が困難となった場合や保護者の育児不安の解消を図り、負担を軽減するために児

童をお預かりする事業。実施する場合には、利用する児童の人数に応じて補助金を支給し

ます。 

 

  ⑤一時預かり事業（幼稚園型） 

   １号認定児童が教育時間を超えて利用する場合に、利用児童の数に応じて補助金を支給し

ます。 

 

  ※上記補助金については、補助対象経費がかかっていない場合には支給されません。 

  ※（２）④⑤の事業については、認定こども園とは別事業扱いとなるため、一時預かり事業を開

始するという届出が別途必要となります。 

 


